
新旧対照表 〔2025 年 10 月 1 日実施〕 

 

※ご契約中のサービス、料金プランをご確認の上、対象となる新旧対照表をご覧ください。 

 

 

  

サービス名称

料金プラン
いいだのでんき

M／L（北海道）

いいだのでんき

M／L（北海道D）

BIGLOBE でんき

M／L（北海道）

BIGLOBE でんき

M／L（北海道D）

新旧対照表 〔1〕 〔2〕 〔1〕 〔2〕

サービス名称

料金プラン
UQ でんき

M／L（北海道）

UQ でんき

M／L（北海道D）

じぶんでんき

M／L（北海道）

じぶんでんき

M／L（北海道D）

モンストでんき

M／L（北海道）

モンストでんき

M／L（北海道D）

新旧対照表 〔1〕 〔2〕 〔1〕 〔2〕 〔1〕 〔2〕

新旧対照表

モンストでんき

サービス名称
四季でんき、Pontaでんき、ANAでんき、ピクシブでんきプラン、JAFでんき、ペルソナでんき、ゆめカードでんき、めぶき de でんき、

グローバルポイントでんき、NCでんき、Ｖポイントでんき、わくわくでんき、J:COM提携電力、ルビットでんき

〔2〕

いいだのでんき BIGLOBE でんき

UQ でんき じぶんでんき



 

〔1〕 でんき契約約款料金表 

改定前（旧） 改定後（新） 

2 プランＭ料金表 

(1) プランＭ（北海道） 

イ 基本料金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基

本料金は，半額といたします。 

 税抜額（税込額） 

契約電流10アンペア 366.00円（402.60円） 

契約電流15アンペア 549.00円（603.90円） 

契約電流20アンペア 732.00円（805.20円） 

契約電流30アンペア 1,098.00円（1,207.80円） 

契約電流40アンペア 1,464.00円（1,610.40円） 

契約電流50アンペア 1,830.00円（2,013.00円） 

契約電流60アンペア 2,196.00円（2,415.60円） 

ロ 電力量料金 

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

 税抜額（税込額） 

最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき 32.13円（35.34円） 

120キロワット時をこえ280キロワット時までの1 キロワット時

につき 

37.85円（41.63円） 

280キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 41.23円（45.35円） 

 

 

 

ハ 最低月額料金 

2 プランＭ料金表 

(1) プランＭ（北海道） 

イ 基本料金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基

本料金は，半額といたします。 

 税抜額（税込額） 

契約電流10アンペア 380.00円（418.00円） 

契約電流15アンペア 570.00円（627.00円） 

契約電流20アンペア 760.00円（836.00円） 

契約電流30アンペア 1,140.00円（1,254.00円） 

契約電流40アンペア 1,520.00円（1,672.00円） 

契約電流50アンペア 1,900.00円（2,090.00円） 

契約電流60アンペア 2,280.00円（2,508.00円） 

ロ 電力量料金 

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

 税抜額（税込額） 

最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき 32.44円（35.68円） 

120キロワット時をこえ280キロワット時までの1 キロワット時

につき 

38.16円（41.97円） 

280キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 41.54円（45.69円） 

 

 

 

ハ 最低月額料金 



 

  

イおよびロによって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を下回る

場合は，その 1 月の料金は，次の最低月額料金および 7（再生可能エネルギー発電促進

賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。 

 税抜額（税込額） 

1契約につき 379.26円（417.18円） 

（略） 

イおよびロによって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を下回る

場合は，その 1 月の料金は，次の最低月額料金および 7（再生可能エネルギー発電促進

賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。 

 税抜額（税込額） 

1契約につき 389.04円（427.94円） 

（略） 

3 プランＬ料金表 

(1) プランＬ（北海道） 

イ 基本料金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基

本料金は，半額といたします。 

 税抜額（税込額） 

契約容量1キロボルトアンペアにつき 366.00円（402.60円） 

ロ 電力量料金 

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

 税抜額（税込額） 

最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき 32.13円（35.34円） 

120キロワット時をこえ280キロワット時までの1 キロワット時

につき 

37.85円（41.63円） 

280キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 41.23円（45.35円） 

（略） 

3 プランＬ料金表 

(1) プランＬ（北海道） 

イ 基本料金 

基本料金は，1 月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基

本料金は，半額といたします。 

 税抜額（税込額） 

契約容量1キロボルトアンペアにつき 380.00円（418.00円） 

ロ 電力量料金 

電力量料金は，その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

 税抜額（税込額） 

最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき 32.44円（35.68円） 

120キロワット時をこえ280キロワット時までの1 キロワット時

につき 

38.16円（41.97円） 

280キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 41.54円（45.69円） 

（略） 

附     則 

1 本料金表の実施期日 

この料金表は，2025 年 5 月 16 日から実施いたします。 

（略） 

附     則 

1 本料金表の実施期日 

この料金表は，2025 年 10 月 1 日から実施いたします。 

（略） 



 

〔2〕 でんき契約約款（北海道電力・auEL）料金表 

改定前（旧） 改定後（新） 

1 契 約 種 別 

この料金表の契約種別は，プランＭ（北海道Ｄ）およびプランＬ（北海道Ｄ）といたしま

す。 

(1) プランＭ（北海道Ｄ）（以下「プランＭ」といいます。） 

（略） 

ニ 料金 

料金は，基本料金，電力量料金および 11（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)

によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし，電力量

料金は，12（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたしま

す。 

なお，料金について支払いを要する額は，料金および料金（11〔再生可能エネルギー発電

促進賦課金〕(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。）にか

かる消費税および地方消費税相当額の合計といたします。 

(ｲ) 基本料金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基

本料金は，半額といたします。 

 税抜額（税込額） 

契約電流 10 アンペア 366.00 円（402.60 円） 

契約電流 15 アンペア 549.00 円（603.90 円） 

契約電流 20 アンペア 732.00 円（805.20 円） 

契約電流 30 アンペア 1,098.00 円（1,207.80 円） 

契約電流 40 アンペア 1,464.00 円（1,610.40 円） 

契約電流 50 アンペア 1,830.00 円（2,013.00 円） 

契約電流 60 アンペア 2,196.00 円（2,415.60 円） 

 

(ﾛ) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の使用電力量によって算定いたします。 

1 契 約 種 別 

この料金表の契約種別は，プランＭ（北海道Ｄ）およびプランＬ（北海道Ｄ）といたしま

す。 

(1) プランＭ（北海道Ｄ）（以下「プランＭ」といいます。） 

（略） 

ニ 料金 

料金は，基本料金，電力量料金および 11（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)

によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし，電力量

料金は，12（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたしま

す。 

なお，料金について支払いを要する額は，料金および料金（11〔再生可能エネルギー発電

促進賦課金〕(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。）にか

かる消費税および地方消費税相当額の合計といたします。 

(ｲ) 基本料金 

基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基

本料金は，半額といたします。 

 税抜額（税込額） 

契約電流 10 アンペア 380.00 円（418.00 円） 

契約電流 15 アンペア 570.00 円（627.00 円） 

契約電流 20 アンペア 760.00 円（836.00 円） 

契約電流 30 アンペア 1,140.00 円（1,254.00 円） 

契約電流 40 アンペア 1,520.00 円（1,672.00 円） 

契約電流 50 アンペア 1,900.00 円（2,090.00 円） 

契約電流 60 アンペア 2,280.00 円（2,508.00 円） 

 

(ﾛ) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の使用電力量によって算定いたします。 



 税抜額（税込額） 

最初の 120 キロワット時までの１キロワット時につき 32.13 円（35.34 円） 

120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 キロ

ワット時につき 
37.85 円（41.63 円） 

280 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 41.23 円（45.35 円） 

(ﾊ) 最低月額料金 

(ｲ)および(ﾛ)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を下

回る場合は，その１月の料金は，次の最低月額料金および 11（再生可能エネルギー発電

促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたしま

す。 

 税抜額（税込額） 

1 契約につき 379.26 円（417.18 円） 

 

(2) プランＬ（北海道Ｄ）（以下「プランＬ」といいます。） 

（略） 

ニ  料金 

料金は，基本料金，電力量料金および 11（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)

によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし，電力量

料金は，12（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたしま

す。 

なお，料金について支払いを要する額は，料金ならびに料金（11〔再生可能エネルギー発電

促進賦課金〕(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。）にか

かる消費税および地方消費税相当額の合計といたします。 

(ｲ) 基本料金 

基本料金は,１月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本

料金は，半額といたします。 

 税抜額（税込額） 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 366.00 円（402.60 円） 

(ﾛ) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の使用電力量によって算定いたします。 

 税抜額（税込額） 

最初の 120 キロワット時までの１キロワット時につき 32.44 円（35.68 円） 

120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 キロ

ワット時につき 
38.16 円（41.97 円） 

280 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 41.54 円（45.69 円） 

(ﾊ) 最低月額料金 

(ｲ)および(ﾛ)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を下

回る場合は，その１月の料金は，次の最低月額料金および 11（再生可能エネルギー発電

促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたしま

す。 

 税抜額（税込額） 

1 契約につき 389.04 円（427.94 円） 

 

(2) プランＬ（北海道Ｄ）（以下「プランＬ」といいます。） 

（略） 

ニ  料金 

料金は，基本料金，電力量料金および 11（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)

によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし，電力量

料金は，12（燃料費調整）(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたしま

す。 

なお，料金について支払いを要する額は，料金ならびに料金（11〔再生可能エネルギー発電

促進賦課金〕(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。）にか

かる消費税および地方消費税相当額の合計といたします。 

(ｲ) 基本料金 

基本料金は,１月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電気を使用しない場合の基本

料金は，半額といたします。 

 税抜額（税込額） 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 380.00 円（418.00 円） 

(ﾛ) 電力量料金 

電力量料金は，その１月の使用電力量によって算定いたします。 



 

 

 税抜額（税込額） 

最初の 120 キロワット時までの１キロワット時につき 32.13 円（35.34 円） 

120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 キロ

ワット時につき 
37.85 円（41.63 円） 

280 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 41.23 円（45.35 円） 
 

 税抜額（税込額） 

最初の 120 キロワット時までの１キロワット時につき 32.44 円（35.68 円） 

120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 キロ

ワット時につき 
38.16 円（41.97 円） 

280 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 41.54 円（45.69 円） 
 

附   則（実施期日） 

この料金表は，2024 年 12 月 1 日から実施いたします。 

附   則（実施期日） 

この料金表は，2025 年 10 月 1 日から実施いたします。 


